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カネミ油症に関する患者の認定等について 

 

 このことについて、知事の諮問機関である長崎県油症対策委員会からの答申を踏まえ、

新たなカネミ油症患者の認定を行いましたのでお知らせします。 

 なお、認定の結果については、全て本人あてに通知しています。 

 詳細については、下記のとおりです。 

 

記 

１ 油症検診受診者の認定 

 

 （１） 認定診査対象者  ７０名 

（令和５年度に油症検診を受診した本県在住の未認定者） 

 （２） 油症と認定した方  ３名 

 

 （３） 認定日 令和６年３月７日 

 

 （４） 令和５年度油症検診受診者の認定結果 

                                （単位：名）  

令和５年度油症検診受診者  

の認定結果 

居住地別内訳 

五島市在住 長崎市在住 その他 

認定審査対象者 ７０ ３６ ２１ １３ 

油症と認定した方 ３ ３ ０ ０ 

経過観察が必要 

と判断した方 
２ ２ ０ ０ 

油症と認定するに至ら

ないと判断した方 
６５ ３１ ２１ １３ 

 
 

２ １以外の認定（同居家族の条件による認定） １名（令和６年３月２２日現在） 

 

 ※認定までの流れ 

 知事→長崎県油症対策委員会（医師で構成）へ諮問→合同診定会議（医師で構成）の結果を

踏まえた診定結果を知事へ答申→知事は答申に基づき認定結果を判断  

（油症の判断は、自治体により差が生じることのないよう、全国班・福岡班・長崎班での合同

の診定会議で審議される。） 

※同居家族の条件による認定（次の条件が必要。平成２４年度の診断基準の見直しから適用） 

 ①事件当時、認定患者と同居していたこと ②事件当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取

していたこと ③現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要なこと 



【参 考】 

  

１．新たにカネミ油症患者と認定された方について 

 （１）検診受診に基づいた認定 
                                                       

住所 性別 年齢 

五島市 男性 ８０代 

五島市 女性 ８０代 

五島市 男性 ７０代 

 

 （２）同居認定 

（令和５年４月１日から令和６年３月２２日までの状況） 

認定日 住所 性別 年齢 

令和５年８月２８日 五島市 女性 ６０代 

 ○同居家族の条件による認定申請については、随時申請を受け付けています。 

 

２．本県のカネミ油症患者の認定数の過去５年間の推移 

  （昭和４３年の発生当時からの推移は、ホームページに掲載しています。） 

                        （令和６年３月２２日現在） 

年  度 本県の認定患者数 

令和元年度 １２名（うち同居家族  ６名） 

令和２年度       ４名（うち同居家族  ２名） 

令和３年度 ６名（うち同居家族  ３名）  

令和４年度        ５名（うち同居家族  ４名） 

令和５年度 ４名（うち同居家族  １名） 

これまでの認定状況 合計     ９９８名（うち同居家族１６９名） 
 
 
３．今回の認定を含めた本県在住の認定患者数 
   
  ４２１名（五島市２５１名、長崎市１２０名、その他５０名） 

 

 


